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厚生労働省老健局振興課長

朝川 知昭

地域包括ケアシステムの構築

①①①① 65歳以上の高齢者数は、歳以上の高齢者数は、歳以上の高齢者数は、歳以上の高齢者数は、2025年には年には年には年には3,658万人となり、万人となり、万人となり、万人となり、2042年にはピークを迎える予測（年にはピークを迎える予測（年にはピークを迎える予測（年にはピークを迎える予測（3,878万人）。万人）。万人）。万人）。
また、また、また、また、75歳以上歳以上歳以上歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、高齢者の全人口に占める割合は増加していき、高齢者の全人口に占める割合は増加していき、高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、年には、年には、年には、25％を超える見込み。％を超える見込み。％を超える見込み。％を超える見込み。

2012年８月 2015年 2025年 2055年

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,658万人（30.3%） 3,626万人（39.4%）

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%）

②②②② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自
立度」立度」立度」立度」ⅡⅡⅡⅡ以上の高齢者が増加していく。以上の高齢者が増加していく。以上の高齢者が増加していく。以上の高齢者が増加していく。

④④④④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況
は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。

（万人）

（1,000世帯）

「認知症高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」ⅡⅡⅡⅡ以上の高齢以上の高齢以上の高齢以上の高齢
者数の推計（括弧内は者数の推計（括弧内は者数の推計（括弧内は者数の推計（括弧内は65歳以上人口対比）歳以上人口対比）歳以上人口対比）歳以上人口対比）

世帯主が世帯主が世帯主が世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計推計推計推計

今後の介護保険をとりまく状況について
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1

埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ～ 鹿児島県 島根県 山形県 全国

2010年
＜＞は割合

58.9万人
＜8.2%＞

56.3万人
＜9.1%＞

79.4万人
＜8.8%＞

84.3万人
＜9.5%＞

66.0万人
＜8.9%＞

123.4万人
＜9.4%＞

25.4万人
＜14.9%＞

11.9万人
＜16.6%＞

18.1万人
＜15.5％＞

1419.4万人
＜11.1%＞

2025年
＜＞は割合
（ ）は倍率

117.7万人
＜16.8％＞
（2.00倍）

108.2万人
＜18.1%＞
（1.92倍）

148.5万人
＜16.5%＞
（1.87倍）

152.8万人
＜18.2%＞
（1.81倍）

116.6万人
＜15.9%＞
（1.77倍）

197.7万人
＜15.0%＞
（1.60倍）

29.5万人
＜19.4%＞
（1.16倍）

13.7万人
＜22.1%＞
（1.15倍）

20.7万人
＜20.6%＞
（1.15倍）

2178.6万人
＜18.1%＞
（1.54倍）
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世帯主が65歳以上の単独世帯数

世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合

③③③③ 世帯主が世帯主が世帯主が世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。
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出典：社会保障人口問題研究所将来人口推計及び介護給付費実態調査（平成24年11月審査分）

年齢階層別の要介護（要支援）認定率

認知症施策推進５か年計画で認知症施策推進５か年計画で認知症施策推進５か年計画で認知症施策推進５か年計画で

対応対応対応対応

・早期診断・早期対応

・認知症の普及・啓発

・見守りなどの生活支援の

充実など
→地域での生活継続を可

能にする。

認知症高齢者の現状（平成２２年）

○全国の○全国の○全国の○全国の65656565歳以上の高齢者について、認知症有病率推定値歳以上の高齢者について、認知症有病率推定値歳以上の高齢者について、認知症有病率推定値歳以上の高齢者について、認知症有病率推定値15151515％、認知症有病者数約％、認知症有病者数約％、認知症有病者数約％、認知症有病者数約439439439439万人と推万人と推万人と推万人と推
計計計計 （（（（平成平成平成平成22 22 22 22 年）。年）。年）。年）。 また、全国のまた、全国のまた、全国のまた、全国のMCIMCIMCIMCI（正常でもない、認知症でもない（正常と認知症の中間）状態の（正常でもない、認知症でもない（正常と認知症の中間）状態の（正常でもない、認知症でもない（正常と認知症の中間）状態の（正常でもない、認知症でもない（正常と認知症の中間）状態の
者）の有病率推定値者）の有病率推定値者）の有病率推定値者）の有病率推定値13131313％、％、％、％、MCIMCIMCIMCI有病者数約有病者数約有病者数約有病者数約380380380380万人と推計（平成万人と推計（平成万人と推計（平成万人と推計（平成22222222年）。年）。年）。年）。

○介護保険制度を利用している認知症高齢者は約○介護保険制度を利用している認知症高齢者は約○介護保険制度を利用している認知症高齢者は約○介護保険制度を利用している認知症高齢者は約280280280280万人（平成万人（平成万人（平成万人（平成22222222年）。年）。年）。年）。

健常者健常者健常者健常者

約３８０万人（注）約３８０万人（注）約３８０万人（注）約３８０万人（注）

約１６０万人約１６０万人約１６０万人約１６０万人

約２８０万人約２８０万人約２８０万人約２８０万人

介護保険制度を利用している認知症
高齢者（日常生活自立度Ⅱ以上）

日常生活自立度Ⅰ又は要介護
認定を受けていない人

ＭＣＩの人（正常と
認知症の中間の
人）

（注）MCIの全ての者が認知症になるわけではないことに留意

出典：「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」（H25.5報告）及び『「認
知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について』（H24.8公表）を引用

65歳以上高齢者人口2,874万人

持続可能な介護保険制度を確立し、安心して生活できる地域づくり。持続可能な介護保険制度を確立し、安心して生活できる地域づくり。持続可能な介護保険制度を確立し、安心して生活できる地域づくり。持続可能な介護保険制度を確立し、安心して生活できる地域づくり。

一部の人

アルツハイマー病に
ついては、約20年前

から原因蛋白が蓄積
され始める
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介護分野の課題

ⅠⅠⅠⅠ 地域包括ケアシステムの構築地域包括ケアシステムの構築地域包括ケアシステムの構築地域包括ケアシステムの構築
（１） ２０２５年に向け、各地域での取り組みを加速

～ 医療・介護連携、生活支援の充実 ～

（２） 認知症対応の推進

（３） 自立支援に資するケアマネジメント強化

（４） 予防給付の見直し

（５） マンパワーの確保

ⅡⅡⅡⅡ 介護保険制度の持続可能性の確保介護保険制度の持続可能性の確保介護保険制度の持続可能性の確保介護保険制度の持続可能性の確保

○ 介護給付の重点化・効率化、世代間・世代内の負担の公平性

4

2012年度
平成24年度

2013年度
平成25年度

2014年度
平成26年度

2015年度
平成27年度

2016年度
平成28年度

2017年度
平成29年度

介護保険
事業計画

制度改正
等のスケ
ジュール

第６期介護保険事業計画第５期介護保険事業計画

市町村保険料改定

○ 介護保険制度は原則３年を１期とするサイクルで財政収支を見通し、事業の運営を行っている。
○ したがって、この間に保険料の大きな増減が生じると、市町村の事業運営に大きな混乱が生じることから、制度改正

は、2015（平成27）年度からはじまる第６期介護保険事業計画に反映させていくことを念頭に置いている。

制度改正の施行法案提出

※介護報酬改定については、今後社会保障審議会介護給付費分科会において議論。

今後のスケジュール

介護保険部会

消費税率引上げ
（5%→8%）

→社会保障制度改革
国民会議の議論と
並行し、議論

消費税率引上げ
（8%→10%）

社会保障改革制度
国民会議設置期限
（8月21日）

平成２５年１月２１日社会保障審議会
介護保険部会（第42回）資料より
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２０２５年を見据えた第６期介護保険事業計画の位置づけ

6

第第第第第第第第55555555期期期期期期期期計画計画計画計画計画計画計画計画
2012

～2014

2025

第９期計画第９期計画第９期計画第９期計画

2024
～2026

第８期計画第８期計画第８期計画第８期計画

2021
～2023

2015

第７期計画第７期計画第７期計画第７期計画

2018
～2020

第６期第６期第６期第６期計画計画計画計画

2015
～2017

＜2025年までの見通し＞

団塊世代が65歳に 団塊世代が75歳に

○○○○ 第６期計画以後の計画は第６期計画以後の計画は第６期計画以後の計画は第６期計画以後の計画は、2025202520252025年年年年に向け「「「「地域包括ケア計画地域包括ケア計画地域包括ケア計画地域包括ケア計画」」」」として、第５期で開始した地域包括ケア実現のた地域包括ケア実現のた地域包括ケア実現のた地域包括ケア実現のた
めの方向性を承継めの方向性を承継めの方向性を承継めの方向性を承継しつつ、在宅在宅在宅在宅医療介護医療介護医療介護医療介護連携等連携等連携等連携等の取組を本格化の取組を本格化の取組を本格化の取組を本格化していくべきではないか。

○ ２０２５年までの中長期的なサービス２０２５年までの中長期的なサービス２０２５年までの中長期的なサービス２０２５年までの中長期的なサービス・・・・給付給付給付給付・・・・保険料の水準も推計保険料の水準も推計保険料の水準も推計保険料の水準も推計して記載することとし、中長期的な視野に立っ中長期的な視野に立っ中長期的な視野に立っ中長期的な視野に立っ
たたたた施策施策施策施策のののの展開展開展開展開をををを求める求める求める求めることとしてはどうか。

○ また、地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケアシステムシステムシステムシステムを構成する各要素を構成する各要素を構成する各要素を構成する各要素に関する取組に関する取組に関する取組に関する取組について、新たに実施する事業も含め、地域の将来地域の将来地域の将来地域の将来
を見据えたより具体的な記載を見据えたより具体的な記載を見据えたより具体的な記載を見据えたより具体的な記載を求めることとしてはどうか。

第５期計画では第５期計画では第５期計画では第５期計画では、高齢者が地域で安心して暮らせる 地域包括ケアシステムを構築するために必要となる、
①①①①認知症支援策の充実認知症支援策の充実認知症支援策の充実認知症支援策の充実 、、、、②②②②医療医療医療医療ととととのののの連携連携連携連携、、、、③③③③高齢者高齢者高齢者高齢者の居住に係る施策との連携の居住に係る施策との連携の居住に係る施策との連携の居住に係る施策との連携、、、、④④④④生活支援サービス生活支援サービス生活支援サービス生活支援サービスの充の充の充の充
実といった実といった実といった実といった重点重点重点重点的に取り組むべき的に取り組むべき的に取り組むべき的に取り組むべき事項事項事項事項を、実情に応じて選択して位置づける位置づける位置づける位置づけるなどなどなどなど、、、、段階的に計画の記載内容段階的に計画の記載内容段階的に計画の記載内容段階的に計画の記載内容
を充実強化させを充実強化させを充実強化させを充実強化させていく取組をていく取組をていく取組をていく取組をスタートスタートスタートスタート

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援生活支援生活支援生活支援・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防

住住住住まいまいまいまい

２０２５年の地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医医医医 療療療療
介護が必要になったら･･･

介介介介 護護護護

■介護予防サービス

介護の将来像（地域包括ケアシステム）
○ 住住住住まい・まい・まい・まい・医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護・・・・予防予防予防予防・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援がががが一体的一体的一体的一体的にににに提供提供提供提供されるされるされるされる地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのケアシステムのケアシステムのケアシステムの実現実現実現実現により、
重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで
きるようになります。
○ 認知症は、超高齢社会の大きな不安要因。今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、
認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。
○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口
は減少する町村部等、高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展状況状況状況状況にはにはにはには大大大大きなきなきなきな地域差地域差地域差地域差を生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者保険者保険者保険者であるであるであるである市町村市町村市町村市町村やややや、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県がががが、、、、地域地域地域地域のののの自主性自主性自主性自主性やややや主体性主体性主体性主体性にににに基基基基づづづづ
きききき、、、、地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに応応応応じてじてじてじて作作作作りりりり上上上上げていくげていくげていくげていくことが必要です。

認知症の人
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○ 今後、在宅において、重度の要介護者、独居や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加して
いくことを踏まえると、通常の訪問介護や通所介護等の普及に加え、利用者の日常生活全般を支える
ため、毎日必要に応じて複数回利用者と接することが可能なサービスや生活支援サービスの普及が必
要である。また、これを実現するための適切なケアマネジメントの普及が必要である。

○ 在宅サービスに関して、
① 個々の事業所単位だけではなく、広く事業所間で連携し事業運営できる仕組みの構築
② 地域で不足している看護職員等の人材を柔軟に配置できるような連携体制の構築
③ 介護事業者が地域における生活支援サービスに積極的に取り組むことができる体制の構築

という方向で見直しを検討することにより、地域における人材の確保や包括的な支援体制の整備を進
めていく必要があるのではないか。

現状・課題

在宅サービスについての総論

24時間対応の定期巡回・随時対応サービスについて

○ 訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕組重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕組重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕組重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕組
みが不足みが不足みが不足みが不足していることに加え、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携が不足医療と介護との連携が不足医療と介護との連携が不足医療と介護との連携が不足しているとの問題がある。

○ このため、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護の両方を提供し、③定期巡回と随時の対応を行う「定期巡回・随時「定期巡回・随時「定期巡回・随時「定期巡回・随時
対応型訪問介護看護」対応型訪問介護看護」対応型訪問介護看護」対応型訪問介護看護」を創設（2012年４月）。

＜参考＞

１．第５期介護保険事業計画での実施見込み

平成平成平成平成24242424年度年度年度年度 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度

１８９保険者
（０．６万人／日）

２８３保険者
（１．２万人／日）

３２９保険者
（１．７万人／日）

２．社会保障と税の一体改革での今後の利用見込み

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度 平成平成平成平成37373737年度年度年度年度

１万人／日 １５万人／日

月

火

水

木

金

土

日

6時

水分補給水分補給水分補給水分補給
更衣介助更衣介助更衣介助更衣介助

排せつ介助排せつ介助排せつ介助排せつ介助
食事介助食事介助食事介助食事介助
体位交換体位交換体位交換体位交換

排せつ介助排せつ介助排せつ介助排せつ介助
食事介助食事介助食事介助食事介助

0時 2時 4時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時

通所介護

通所介護

定期巡回

随時訪問

訪問看護

オペレーターオペレーターオペレーターオペレーター

随時対応随時対応随時対応随時対応
利用者からの通報により、
電話やICT機器等による応対・訪問
などの随時対応を行う

通報通報通報通報

定期巡回型定期巡回型定期巡回型定期巡回型訪問訪問訪問訪問

定期巡回型定期巡回型定期巡回型定期巡回型訪問訪問訪問訪問

訪問介護と訪問看護が一体的又
は密接に連携しながら、
定期巡回型訪問を行う

＜定期巡回・随時対応サービスのイメージ＞

＜サービス提供の例＞

・日中・夜間を通じて日中・夜間を通じて日中・夜間を通じて日中・夜間を通じてサービスを受けること
が可能

・訪問介護と訪問看護を一体的に訪問介護と訪問看護を一体的に訪問介護と訪問看護を一体的に訪問介護と訪問看護を一体的に受けるこ
とが可能

・定期的な訪問だけではなく、必要なとき必要なとき必要なとき必要なとき
に随時サービスに随時サービスに随時サービスに随時サービスを受けることが可能

夜間・深夜の対応は日中と比べて少な夜間・深夜の対応は日中と比べて少な夜間・深夜の対応は日中と比べて少な夜間・深夜の対応は日中と比べて少なくくくく、、、、
利用者からのコールも少ない。（利用者からのコールも少ない。（利用者からのコールも少ない。（利用者からのコールも少ない。（イメージがイメージがイメージがイメージが
実態と大きく異なっていることが多い実態と大きく異なっていることが多い実態と大きく異なっていることが多い実態と大きく異なっていることが多い。）。）。）。）

【三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査より】

参入参入参入参入していないしていないしていないしていない事業者は、事業者は、事業者は、事業者は、
「夜間・深夜の対応が中心」「夜間・深夜の対応が中心」「夜間・深夜の対応が中心」「夜間・深夜の対応が中心」
「コール対応が中心」「コール対応が中心」「コール対応が中心」「コール対応が中心」 等等等等のイメージのイメージのイメージのイメージ

実態は、実態は、実態は、実態は、

体位変換体位変換体位変換体位変換
水分補給水分補給水分補給水分補給

9
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小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護のののの概要概要概要概要

「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提
供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するため、小規模多機能型居宅介護が創設さ
れた（平成１８年４月創設）。

利用者の自宅

在宅生活の支援

様態や希望により、 「訪問」

小規模多機能型居宅介護事業所

「訪問」

人員配置は固定にせず、柔軟な業務遂行を可能に。

様態や希望により、

「泊まり」

○１事業所の登録定員は
２５名以下

○「通い」の利用定員は
登録定員の２分の１
～１５名の範囲内

○「泊まり」の利用定員は
通いの利用定員の
３分の１～９名の範囲内

「通い」を中心 とした
利用

○居間及び食堂は機能
を十分に発揮しうる適
当な広さ

○泊まりは４．５畳程度で
プライバシーが確保で
きるしつらえ

○介護・看護職員
日中：通いの利用者

３人に１人
＋訪問対応１人

夜間：泊まりと訪問対応
で２人（１人は宿直可）

○介護支援専門員１人

○○○○要介護度別要介護度別要介護度別要介護度別のののの月単位月単位月単位月単位のののの定額報酬定額報酬定額報酬定額報酬

《《《《利用者利用者利用者利用者》》》》 《《《《設設設設備備備備》》》》《《《《人員配置人員配置人員配置人員配置》》》》

どのサービスを利用しても、なじみの職員によるサー
ビスが受けられる。

運営推進会議

利用者、利用者の家族、地域住民、市町
村の職員、地域包括支援センターの職員
等による会議において、おおむね２月に１回
以上、活動状況等について協議・報告・評
価を行う。

○ 外部の視点の評価による地域に
開かれたサービス

○ サービスの質の確保

（参考）

登録利用者登録利用者登録利用者登録利用者へのへのへのへの複合型複合型複合型複合型サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供

・協力医療機関
・協力歯科医療機関
・バックアップ施設
（介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、
病院等）

・主治医

・地域住民の代表者
・市町村又は地域包括
支援センターの職員等

医療ニーズの高い利用者の状況医療ニーズの高い利用者の状況医療ニーズの高い利用者の状況医療ニーズの高い利用者の状況に応じたサービスに応じたサービスに応じたサービスに応じたサービスのののの
組み合わせに組み合わせに組み合わせに組み合わせによりよりよりより、地域における多様な療養支援、地域における多様な療養支援、地域における多様な療養支援、地域における多様な療養支援

○○○○登録定員：登録定員：登録定員：登録定員：25252525名以下名以下名以下名以下 （通い定員（通い定員（通い定員（通い定員15151515名以下・宿泊定員名以下・宿泊定員名以下・宿泊定員名以下・宿泊定員9999名以下）名以下）名以下）名以下）

○○○○（指定訪問看護事業所の指定を併せて受けている場合）
登録登録登録登録利用者以外の地域住民に利用者以外の地域住民に利用者以外の地域住民に利用者以外の地域住民に対しても訪問対しても訪問対しても訪問対しても訪問看護を看護を看護を看護を提供提供提供提供

○○○○主な人員：常勤保健師又は看護師主な人員：常勤保健師又は看護師主な人員：常勤保健師又は看護師主な人員：常勤保健師又は看護師1111以上、常勤換算以上、常勤換算以上、常勤換算以上、常勤換算2.52.52.52.5以上の看護職員、以上の看護職員、以上の看護職員、以上の看護職員、
専従専従専従専従の介護支援専門員、その他の介護支援専門員、その他の介護支援専門員、その他の介護支援専門員、その他職員職員職員職員

複合型複合型複合型複合型サービスサービスサービスサービス事業所事業所事業所事業所

自宅自宅自宅自宅

通通通通いいいい
泊泊泊泊まりまりまりまり

訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護
訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護

複合型サービスのイメージ

運営推進会議
等による連携

入院・休日
夜間の対応

密接な連携
訪問看護指示

登
録
申
込

訪
問
看
護

地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携

がん末期等の看取り期・がん末期等の看取り期・がん末期等の看取り期・がん末期等の看取り期・
病状不安定期における病状不安定期における病状不安定期における病状不安定期における
在宅在宅在宅在宅生活生活生活生活の継続支援の継続支援の継続支援の継続支援

家族に対するレ家族に対するレ家族に対するレ家族に対するレ
スパイトケアスパイトケアスパイトケアスパイトケア、相、相、相、相
談談談談対応による不対応による不対応による不対応による不

安軽減安軽減安軽減安軽減

退院直後の在宅生活への退院直後の在宅生活への退院直後の在宅生活への退院直後の在宅生活への
スムーズな移行支援スムーズな移行支援スムーズな移行支援スムーズな移行支援

○ 主治医と事業所の密接な連携のもとで、医療行為も含めた多様なサービスを24時間365日利用することができる。
※ 医療ニーズへの対応が必要で小規模多機能型居宅介護事業所では登録に至らなかった利用者が、複合型サービス事業所では登録できる。

○ 事業所のケアマネが「通い」、「泊まり」、「訪問看護」、「訪問介護」のサービスを一元的に管理するため、利用者や家族の状態に即応できる
サービスを組み合わせることができる。

○ 地域の協力医療機関等との連携により、急変時・休日夜間等も対応可能な体制を構築できる。
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○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握
などを行う。

○ 地域ケア会議は、
・多職種の第三者による専門的視点を交えて、ケアマネジメントの質の向上を図り、
・また、個別ケースの課題分析等の積み重ねにより、地域課題を発見し、
・地域に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる、
地域包括ケアシステムの実現に向けたツール。

○ 個別ケースを検討する「地域ケア個別会議」は、市町村内の圏域単位での地域包括支援センターが開催。
一方、地域づくりや政策形成等につなげる「地域ケア推進会議」は市町村レベルで開催

○ 平成24年度から本格的に推進を開始。
○ 平成24年6月現在、1,202保険者で実施されているが、その主催者、会議の内容、参加者等は様々であり、個別ケースの

検討を基本としている会議は多くない現状にある。

地域づくり・資源開発

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

地域課題の把握

個別個別個別個別のののの
ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント

≪主な構成員≫
自治体職員、包括職員、ケアマネ
ジャー、介護事業者、民生委員、OT、
PT、ST、医師、歯科医師、薬剤師、
看護師、管理栄養士、歯科衛生士その
他必要に応じて参加

※直接サービス提供に当たらない専門
職種も参加

地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター（※）レベルでの会議レベルでの会議レベルでの会議レベルでの会議
（地域ケア個別会議）（地域ケア個別会議）（地域ケア個別会議）（地域ケア個別会議）

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

事例提供

支 援

サービスサービスサービスサービス
担当者会議担当者会議担当者会議担当者会議
（全てのケー
スについて、
多職種協働に
より適切なケ
アプランを検
討）

※平成24年4月末現在の地域包括支援センターの箇所数：4,３２８ヶ所（センター・ブランチ・サブセンター合計7,０７２ヶ所）

地域ケア会議地域ケア会議地域ケア会議地域ケア会議

在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療
連携拠点連携拠点連携拠点連携拠点

医師会等関
係団体

医療関係専
門職等

〈 地域ケア会議を運営する上で求められるコーディネート機能 〉

○地域ケア会議の開催目的・５つの機能の位置付け（既存会議の活用）
○開催方法、頻度
○個別ケースの選定方針
○市区町村との役割分担
○地域課題の提供方法の明確化、提出時期
○個人情報の管理に関する方針

※市町村において管内の
地域包括支援センターと
統一的にルールを共有。

※コーディネート機能を担う人が司会者等全てを担わなくてもよい。
センター内で、適宜役割分担のもと実施。

○市区町村の担当
所管課などへ
地域課題を提出

○地域住民との
共有・フィードバック

地域課題の提出地域課題の提出地域課題の提出地域課題の提出

ステップ３

○ケースの選定
参加者の選定

○日程調整、
資料準備

○司会者の調整

○個人情報の管理

○事後フォロー

個別ケースの検討個別ケースの検討個別ケースの検討個別ケースの検討

ステップ１

（地域ケア（地域ケア（地域ケア（地域ケア個別会議個別会議個別会議個別会議））））

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

市
区
町
村

○地域課題を検討する
会議へ

（地域ケア推進会議（地域ケア推進会議（地域ケア推進会議（地域ケア推進会議））））

○計画担当所管課との
共有

担
当
所
管
課

○同様の生活障害を
ᢪえた複数の事例

○既存の社会資※では
ゎỴがᅔ㞴な事例

○地域に不足する
資※・サービス・
ネットワーク等

地域課題のᢳ出地域課題のᢳ出地域課題のᢳ出地域課題のᢳ出

ステップ２

関係機
関との
連携・
調整
等、

平時の
様䚻な
業務

○ 地域包括支援センターにおいては、個別ケースの検討を始点として、地域課題の抽出、地域課題の提出
までの一連の流れを円滑に進めるコーディネート機能が求められる。

調整・共有

1
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市町村市町村市町村市町村
（地域の現状ᢕᥱ・連⤡調整等）

地域包括地域包括地域包括地域包括支援センター支援センター支援センター支援センター

連携

在宅医療連携在宅医療連携在宅医療連携在宅医療連携ᣐ点機能ᣐ点機能ᣐ点機能ᣐ点機能
（（（（地区地区地区地区医師会等）医師会等）医師会等）医師会等）

都遈府県都遈府県都遈府県都遈府県
（後方支援・ᗈ域調整等）

○ 在宅医療・介護の連携推進についてはこれまでムデル事業等を実施して一定の成ᯝ。それを㋃まえ、
介護保険法の中でᜏஂ的な制度として位置づけ、全国的に取り組むことを検討。

○ 具体的には、介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置づけ、市町村が主体となり、地区
医師会等と連携しつつ、取り組むことを検討。

（想定される取組（例））（想定される取組（例））（想定される取組（例））（想定される取組（例））
①地域の医療・福祉資※のᢕᥱ及び活用

・地域の医療機関等の分ᕸをᢕᥱし、地ᅗ又はリスト化し、関係者に郤ᕸ

②在宅医療・介護連携に関する会議への参加又は関係者の出ᖍの௰介
・関係者が㞟まる会議を開催し、地域の在宅医療・介護の課題をᢳ出し、ゎỴ策を検討

③在宅医療・介護連携に関する研ಟの実施
・グループワーク等の多職✀参加型の研ಟの実施

④24時間365日の在宅医療・介護提供体制の構築
・主治医・主治医制等のコーディネート

䐣地域包括支援センター・介護支援専門員・介護サービス事業者等への支援
・介護支援専門員からの在宅医療・介護に係る⥲合的な問い合わせへの対応 等

（熊本市）

地域支援事業の充実地域支援事業の充実地域支援事業の充実地域支援事業の充実 : 在宅医療・介護の連携推進に在宅医療・介護の連携推進に在宅医療・介護の連携推進に在宅医療・介護の連携推進についてついてついてついて

5

サービス付き高齢者向け住宅の登録状況の推移サービス付き高齢者向け住宅の登録状況の推移サービス付き高齢者向け住宅の登録状況の推移サービス付き高齢者向け住宅の登録状況の推移

30 112 

248 

542 

889 

1,253 

1,465 

1,749 
1,877 

2,092 
2,245 

2,424 
2,587 

2,772 
2,922 

3,143 

3,391 3,425 3,478 3,543 
3,642 

3,765 

994 
3,448 8,200 

18,586 

31,094 

42,080 

47,802 

56,137 
59,764 

66,552 

70,999 

77,599 

82,809 

89,122 

93,911 

100,925 

109,239 

110,134 111,966 
114,315 

117,601 

122,086 

0 

25,000 

50,000 

75,000 

100,000 

125,000 

150,000 

0 

600 

1,200 

1,800 

2,400 

3,000 

3,600 

4,200 

≀௳数（ᕥ㍈） ᡞ数（ྑ㍈）

平成25年8月31日時点
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特養

生活困難な
住宅

事業実施主体
（社会福祉法人
・NPO等）
24時間対応

単身者の
施設に代わる住まい

①①①①住まいの確保住まいの確保住まいの確保住まいの確保

軽度入所者の新
たな選択肢

必要に応じて外部サービスを提供必要に応じて外部サービスを提供必要に応じて外部サービスを提供必要に応じて外部サービスを提供

必要に応じて
建物改修費を支援

基金基金基金基金
（都道府県社協（都道府県社協（都道府県社協（都道府県社協

その他の団体）その他の団体）その他の団体）その他の団体）

地域の社会福祉法人等

会費・寄付
③③③③基金の立ち上げ基金の立ち上げ基金の立ち上げ基金の立ち上げ

②②②②生活生活生活生活支援支援支援支援

※ 住まいは、事業実施主体が
保証人となること、又はサ
ブリースで確保

？？？？
空家を活用空家を活用空家を活用空家を活用

高齢者ハウス（仮称）

資
金
資
金
資
金
資
金

高齢者ハイス
（௬⛠）

高齢者ハイス
（௬⛠）

高齢者ハイス
（௬⛠）

訪問や┦ㄯ援ຓ等の訪問や┦ㄯ援ຓ等の訪問や┦ㄯ援ຓ等の訪問や┦ㄯ援ຓ等の
生活支援サービスを提供生活支援サービスを提供生活支援サービスを提供生活支援サービスを提供
しつつ、見Ᏺりを実施しつつ、見Ᏺりを実施しつつ、見Ᏺりを実施しつつ、見Ᏺりを実施
（➨種社会福祉事業）（➨種社会福祉事業）（➨種社会福祉事業）（➨種社会福祉事業）

看取り看取り看取り看取り་⒪་⒪་⒪་⒪ 介護介護介護介護

住宅困窮者の居住の場

地域ࡈとに地域ࡈとに地域ࡈとに地域ࡈとにຓຓຓຓ
（（（（いの見Ᏺり）いの見Ᏺり）いの見Ᏺり）いの見Ᏺり）

住
宅
住
宅
住
宅
住
宅
情
報
情
報
情
報
情
報
のののの
管
理
管
理
管
理
管
理

・・・・
相
談
相
談
相
談
相
談

・・・・

入
居
支
援

入
居
支
援

入
居
支
援

入
居
支
援
をををを
実
施
実
施
実
施
実
施

地域支援地域支援地域支援地域支援
のᣐ点のᣐ点のᣐ点のᣐ点

○ 自立した生活を送ることが困難な低所得・低資産高齢者を対象に、社会福祉法人やＮＰＯ等が、
➀既存の空家等を活用した低廉な家賃の住まいの確保を支援するとともに、
➁日常的な相談等（生活支援）や見守りにより、高齢者が住み慣れた地域において継続的に安心して暮らせるような体制を整備
することについて、国としても支援する。

○ また、➂これらの事業を実施するための基金の造成に係る立ち上げ支援も併せて行う。

「低所得高齢者等住まい・生活支援事業」の概要 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度
概算要求概算要求概算要求概算要求

サービス付き高齢者向け住宅の現状サービス付き高齢者向け住宅の現状サービス付き高齢者向け住宅の現状サービス付き高齢者向け住宅の現状

○ 家賃・サービス費（状況把握・生活相談）・食費などの総額は、広い価格帯に分散している。
○ 入居動機は、「介護が必要になった」「独り暮らしが不安になった」など、実際の必要に迫られた
ケースが多く、早期の住み替えというニーズ（介護が必要になったときへの備え）は少ない。

17

支払額（最低金額）

※n=2,065

～5万円
0.3%

5～7.5万

円
4.0%

7.5～10万

円
11.9%

10～12.5

万円
24.1%

12.5～15

万円
24.8%

15～17.5

万円
13.8%

17.5万円

～
10.3%

食事提供

なし
5.6%

不明
5.3%

入居動機

11.3%

5.5%

78.5%

13.1%

9.4%

20.1%

42.7%

24.8%

73.4%

0% 25% 50% 75% 100%

その他・無回答

セキュリティー面の安心(防犯・災害等)

独り暮らしが不安になったため

自宅の管理が大変になったため

バリアフリー化されているため

家事が負担になったため(食事以外)

食事の提供があるため

介護が必要になった時に備えて

介護が必要になったため
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（平均要介護度：1.8）【要介護度等】（平均要介護度：1.8） 】【日常生活自立度】

※入居者数（n=16,467）

○ 認知症高齢者の日常生活自立度については、『『『『自立自立自立自立』『』『』『』『ⅠⅠⅠⅠ』』』』で約４割で約４割で約４割で約４割を占めている。ただし、アン
ケート上、入居者の日常生活自立度を把握していない事業者等が約４割ある。

○ 入居者の年齢については、80代が最も多く代が最も多く代が最も多く代が最も多く、平均年齢は、平均年齢は、平均年齢は、平均年齢は82.6歳歳歳歳である。
○ 従前居住場所は、「自宅・親族の家」が５７．２％。そのうち、「独居」からの入居は６９．７％、「持ち家」からが６

９．５％

※平成24年8月31日時点（厚生労働省調べ）

※入居者数（n=16,010）

自立

12.8%
要支援1

7.6%

要支援2

8.6%

要介護1

20.1%
要介護2

18.3%

要介護3

12.6%

要介護4

9.6%

要介護5

6.1%

不明

4.3%
～64歳

3.1%
65歳～69歳

4.0%

70歳～74歳

6.7%

75歳～79歳

13.7%

80歳～84歳

26.7%

85歳～89歳

27.0%

90歳～94歳

13.2%

95歳～99歳

3.5%

100歳～

0.3%

不明

1.8%

82.6歳）【年齢】（平均年齢：82.6歳）

※入居者数（n=14,964）

自立度を把握し

ていない

18.9%

0

自立度を把握し

ている

59.6%

自立

0

Ⅰ

0

Ⅱ

0

Ⅲ

0

Ⅳ

0

M

0

把握状態不明

21.5%

0

自立：13.5%

Ⅰ：29.2%

Ⅱ：28.8%

Ⅲ：18.2%

Ⅳ：8.5%

M：1.8%

※ 囲み枠内の割合は、「自立度を把握して

いる入居者数（n=8,918）を100として算出

したもの

サービス付き高齢者向け住宅の入居者サービス付き高齢者向け住宅の入居者サービス付き高齢者向け住宅の入居者サービス付き高齢者向け住宅の入居者（平成（平成（平成（平成24年年年年8月）月）月）月）

46.3 47.2 
49.5 

42.1 

56.0 
51.2 

大都市郊外Ａ団地

Ｂ市中心市街地

Ｃ町全域

買買買買いいいい物物物物でででで不便不便不便不便やややや苦労苦労苦労苦労があるがあるがあるがある世帯世帯世帯世帯のののの割合割合割合割合

平成23年、農林水産政策研究所、食料品アクセス問題の現状と対応方向

4,980 6,008 6,679 7,007 7,298 7,622 

5,403 
6,209 

6,512 6,453 6,328 6,254 
20.0 

23.1 
24.9 25.7 26.6 

28.0 

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

世帯主が65歳以上の単独世帯数

世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合

高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯のののの年次推移年次推移年次推移年次推移

国立社会保障・人口問題研究所、
2013(平成25)年1月推計の「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」

280
345

410
470

0

100

200

300

400

500

2010年 2015年 2020年 2025年

認知症高齢者数認知症高齢者数認知症高齢者数認知症高齢者数の将来推計の将来推計の将来推計の将来推計

（（（（単位：万人）単位：万人）単位：万人）単位：万人）

「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について,厚生労働省

41.7%
34.0%

19.7%
16.7%

15.0%
14.7%
14.2%

12.0%
10.9%

9.9%
8.8%
8.5%

7.5%
6.9%

5.5%
5.2%

4.4%
3.8%
3.8%
3.6%
3.6%
3.0%

家の中の修理、電球交換、部屋の模様替え
自治会活動

掃除
買い物

散歩・外出
食事の準備・調理・後始末

通院
ごみだし

薬をのむ・はる・ぬる
洗濯

つめきり
預貯金の出し入れ
家・庭の中の移動

体の向きをかえる・寝起き動作
入浴
洗髪

歯磨き、入れ歯の管理
排泄
着替え

食事を食べる
公共料金の支払い

洗顔

平成23年度老健事業、１人暮らし高齢者・高齢者世帯の生活課題とその
支援方策に関する調査（みずほ総研）

19

生活支援のニーズ

1111人暮人暮人暮人暮らしらしらしらし高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯がががが生活行動生活行動生活行動生活行動のののの中中中中でででで困困困困っていることっていることっていることっていること
（愛知県居住で75歳以上の1人暮らし高齢者 n=379）

「困る」
「とても困る」と
回答した人の割合
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43.7 

18.3 17.1 
12.8 

6.7 6.4 4.1 4.8 5.0 
0.0 0.0 

59.2 

30.5 

20.2 24.4 

10.6 9.3 7.1 7.2 5.9 
2.3 0.8 

平成１０年 平成２０年

６０歳以上の住民のグループ活動６０歳以上の住民のグループ活動６０歳以上の住民のグループ活動６０歳以上の住民のグループ活動

平成24年度版 高齢社会白書、内閣府

全地域で実施済

み, 26.4%

一部地域で実施, 

7.9%

モデル事業を実施

中, 2.5%

現在検討・準備中, 

39.5%

現時点では実施

予定なし, 23.6%

（全国1,750自治体のうち有効回答数 ｎ＝９８２）

高齢者の見守りネットワークの形成状況高齢者の見守りネットワークの形成状況高齢者の見守りネットワークの形成状況高齢者の見守りネットワークの形成状況

平成22年内閣府 経済社会総合研究所「セルフ・ネグレクト状態にある
高齢者に関する調査＿幸福度の視点から」

地域住民の互助活動およびＮＰＯ等による生活支援サービス

64

95

188

394

86

9

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80代

90代

無回答

256

106

114

72

82

54

35

23

29

65

自立

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

不明

無回答

平成22年「神戸市の非営利組織による介護保険制度外サービス実態調査」

ＮＰＯ等による生活支援サービスの利用状況ＮＰＯ等による生活支援サービスの利用状況ＮＰＯ等による生活支援サービスの利用状況ＮＰＯ等による生活支援サービスの利用状況
（調査対象10団体のサービスを利用する高齢者のうち有効回答数 ｎ＝８３６）

48.0%

35.1%

15.5%

15.2%

12.5%

11.1%

9.8%

8.1%

4.1%

2.0%

0.7%

0.7%

6.1%

高齢者の利用サービス高齢者の利用サービス高齢者の利用サービス高齢者の利用サービス
（民間・公的を問わず介護保険対象外の生活支援サービスを利用

した高齢者のうち有効回答数 ｎ＝２９６）

平成22年度「高齢者の生活実態 東京都福祉保健基礎調査」 20

地域住民の参加

高齢者の社会参加

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加

生活支援サービス

生活支援の担い手生活支援の担い手生活支援の担い手生活支援の担い手
としての社会参加としての社会参加としての社会参加としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援 等

バックアップバックアップバックアップバックアップ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、見守り・配食等の生活支援の必要性
が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要。
○ 高齢者の社会参加をより一層推進することを通じて、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍すること
も期待される。このように、高齢者が社会的役割をもつことにより、生きがいや介護予防にもつながる。
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民間
企業

ボランティアＮＰＯ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、
協議体の設置等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等）

事
業
事
業
事
業
事
業

主
体
主
体
主
体
主
体

○高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉ἲ人等の多様な事業主体による㔜
層的な生活支援サービスの提供体制のᵓ⠏を支援

・介護支援ボランティアホアント等を組み㎸んだ地域の自助・互助のዲྲྀ組を全国ᒎ開

・「生ᾭ現役コーディネーター（௬⛠）」の配置や協議体の設置などに対する支援

民間とも協働して支援体制をᵓ⠏

家事援助
安否確認

食ᮦ配㐩

移動㈍

配食䠇見守り

自
治
会
単
位
の
圏
域

小
学
校
区
単
位
の
圏
域

市
町
村
単
位
の
圏
域

交ὶサロン

ኌか䛡

コポュニティ
ォフゥ

ᶒ利᧦護

外出支援

生活支援サービスの提供アミージ

協ྠ
組合

多様な主体による生活支援サービスの㔜層的な提供多様な主体による生活支援サービスの㔜層的な提供多様な主体による生活支援サービスの㔜層的な提供多様な主体による生活支援サービスの㔜層的な提供

社会福祉
ἲ人

介護者支援

22

市町村市町村市町村市町村によるによるによるによる新しい新しい新しい新しい地域づくりの地域づくりの地域づくりの地域づくりの推進（生活支援・介護予防の充実）推進（生活支援・介護予防の充実）推進（生活支援・介護予防の充実）推進（生活支援・介護予防の充実）

地域資源の開Ⓨ地域資源の開Ⓨ地域資源の開Ⓨ地域資源の開Ⓨ
（）

・ボランティアのⓎ᥀・㣴成・組
織化

→ ボランティアは生活支援・介護予防

の担い手として活動。高齢者のᅔり事

の┦ㄯの対ᛂ等も実施。（コーディ

ネーターとも㐃ᦠ）

・生活支援・介護予防の立ち上
䛢支援

市町村が中心となって企⏬・立市町村が中心となって企⏬・立市町村が中心となって企⏬・立市町村が中心となって企⏬・立

○ 市町村が中心となってコーディネーターと㐃ᦠしつつ、生活支援サービスの充実、介護予防の推進等をᅗ
ることにより、高齢者が利用ྍ能な多様なサービスが地域で提供される。
○ 高齢者の中には事業の担い手となる者も出現。これは介護予防にもつながる。

⇒ 高齢者を中心とした地域の支え合い（互助）が実現。

多様な通いの場多様な通いの場多様な通いの場多様な通いの場
（） ・サロン

・住民主体の交ὶの場
・コポュニティォフゥ
・認知症ォフゥ
・ポニデアサービス
・体᧯ᩍᐊ
・㐠動・ᰤ㣴・ཱྀ⭍クア等のᩍᐊ

多様多様多様多様な生活支援な生活支援な生活支援な生活支援
（） ・ゲポ出し

・洗濯物のྲྀり入れ
・食ჾ洗い
・配食
・見守り
・安否確認

生活生活生活生活支援・介護予防の充実支援・介護予防の充実支援・介護予防の充実支援・介護予防の充実

参加・活用
（担い手となる
高齢者も出現）

㐃ᦠ・協力

研修をཷ䛡たボランティアが地༊
の集会所で介護予防ᩍᐊを㐠
営。

ᑠつ模多ᶵ能居宅介護に交ὶ
施設をే設。地域のサロンとして
活用。Ꮚどもとの交ὶも実施。

研修をཷ䛡たボランティアが高齢
者と一⥴に洗濯物をྲྀり入れる
等生活⾜Ⅽの自立を支援。

交␒、金⼥ᶵ関、コンビニ等ᖜ
ᗈい関ಀᶵ関が㐃ᦠし、認知症
の高齢者の見守り体制をᵓ⠏。

地域活性化を推進するＮＰＯが
地域に配食サービスをᒎ開。

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 支援を要する高齢者支援を要する高齢者支援を要する高齢者支援を要する高齢者

（２）地域支援事業の充実（２）地域支援事業の充実（２）地域支援事業の充実（２）地域支援事業の充実
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㐃ᦠ（デ᩿）

䐥䐥䐥䐥 モモモモ ニニニニ タタタタ リリリリ ンンンン ググググ

ᘬき⥅䛞後ᘬき⥅䛞後ᘬき⥅䛞後ᘬき⥅䛞後

㐃ᦠ
（情報提供・助ゝ）

ᮏ人 家族

㏆㞄地域

認知症ึ期集中認知症ึ期集中認知症ึ期集中認知症ึ期集中
支援チーマ支援チーマ支援チーマ支援チーマ

地域ໟᣓ支援センター等地域ໟᣓ支援センター等地域ໟᣓ支援センター等地域ໟᣓ支援センター等

㐃ᦠ
（⤂介）

㐃ᦠ
（デ᩿）

かかりつ䛡་かかりつ䛡་かかりつ䛡་かかりつ䛡་

認知症ᝈ་⒪認知症ᝈ་⒪認知症ᝈ་⒪認知症ᝈ་⒪
センターセンターセンターセンター

㐃ᦠ（⤂介）

䐢䐢䐢䐢 ึ回家庭ゼ問の実施ึ回家庭ゼ問の実施ึ回家庭ゼ問の実施ึ回家庭ゼ問の実施
（認知症への理ゎ、ᑓ㛛的་⒪ᶵ関（認知症への理ゎ、ᑓ㛛的་⒪ᶵ関（認知症への理ゎ、ᑓ㛛的་⒪ᶵ関（認知症への理ゎ、ᑓ㛛的་⒪ᶵ関
等の利用のㄝ明、介護保険サービ等の利用のㄝ明、介護保険サービ等の利用のㄝ明、介護保険サービ等の利用のㄝ明、介護保険サービ
ス利用のㄝ明、ᮏ人・家族への心ス利用のㄝ明、ᮏ人・家族への心ス利用のㄝ明、ᮏ人・家族への心ス利用のㄝ明、ᮏ人・家族への心
理的サホート）理的サホート）理的サホート）理的サホート）

㐃ᦠ

地域の実態にᛂじた地域の実態にᛂじた地域の実態にᛂじた地域の実態にᛂじた
認知症施⟇のᵓ⠏認知症施⟇のᵓ⠏認知症施⟇のᵓ⠏認知症施⟇のᵓ⠏
（（（（認知症施⟇認知症施⟇認知症施⟇認知症施⟇や事業のや事業のや事業のや事業の
企⏬調ᩚ等）企⏬調ᩚ等）企⏬調ᩚ等）企⏬調ᩚ等）

認知症地域認知症地域認知症地域認知症地域
支援推進ဨ支援推進ဨ支援推進ဨ支援推進ဨ

䐡䐡䐡䐡 アセスミントアセスミントアセスミントアセスミント
（認知ᶵ能㞀害、生活ᶵ能能㞀、⾜（認知ᶵ能㞀害、生活ᶵ能能㞀、⾜（認知ᶵ能㞀害、生活ᶵ能能㞀、⾜（認知ᶵ能㞀害、生活ᶵ能能㞀、⾜
動・心理症状、家族の介護負担度、動・心理症状、家族の介護負担度、動・心理症状、家族の介護負担度、動・心理症状、家族の介護負担度、
身体の様Ꮚのチゥック）身体の様Ꮚのチゥック）身体の様Ꮚのチゥック）身体の様Ꮚのチゥック）

䐠䐠䐠䐠 情報集情報集情報集情報集
（ᮏ人の生活情報や家族の状況など）（ᮏ人の生活情報や家族の状況など）（ᮏ人の生活情報や家族の状況など）（ᮏ人の生活情報や家族の状況など）

䐟䐟䐟䐟 ゼ問支援対象者の把握ゼ問支援対象者の把握ゼ問支援対象者の把握ゼ問支援対象者の把握

以ୗの体制を地域ໟᣓ支援センター等に配置
○認知症ึ期集中支援チーマ認知症ึ期集中支援チーマ認知症ึ期集中支援チーマ認知症ึ期集中支援チーマ䠉」数のᑓ㛛⫋が認知症がわれる人、認知症の人とその家族をゼ問し、アセスミントや家族

支援などのึ期の支援をໟᣓ的・集中的に⾜い、自立生活のサホートを⾜う。
○認知症地域支援推進ဨ認知症地域支援推進ဨ認知症地域支援推進ဨ認知症地域支援推進ဨ 䠉認知症の人ができる㝈り住み័れたⰋい⎔ቃで暮らし⥆䛡ることができるよう、認知症施⟇や

事業の企⏬調ᩚ等を⾜う。

䐣䐣䐣䐣 チーマဨ会議の開催チーマဨ会議の開催チーマဨ会議の開催チーマဨ会議の開催
（䡭䡺䡹䢎䢙䢀内ᐜの確認、支援の方㔪・（䡭䡺䡹䢎䢙䢀内ᐜの確認、支援の方㔪・（䡭䡺䡹䢎䢙䢀内ᐜの確認、支援の方㔪・（䡭䡺䡹䢎䢙䢀内ᐜの確認、支援の方㔪・
内ᐜ・㢖度等の検討）内ᐜ・㢖度等の検討）内ᐜ・㢖度等の検討）内ᐜ・㢖度等の検討）

䐤䐤䐤䐤 ึ期集中支援の実施ึ期集中支援の実施ึ期集中支援の実施ึ期集中支援の実施
（ᑓ㛛的་⒪ᶵ関等へのཷデ່ዡ、（ᑓ㛛的་⒪ᶵ関等へのཷデ່ዡ、（ᑓ㛛的་⒪ᶵ関等へのཷデ່ዡ、（ᑓ㛛的་⒪ᶵ関等へのཷデ່ዡ、
ᮏ人への助ゝ、身体をᩚえるクア、ᮏ人への助ゝ、身体をᩚえるクア、ᮏ人への助ゝ、身体をᩚえるクア、ᮏ人への助ゝ、身体をᩚえるクア、
生活⎔ቃのᨵၿなど）生活⎔ቃのᨵၿなど）生活⎔ቃのᨵၿなど）生活⎔ቃのᨵၿなど）

」数のᑓ㛛⫋による」数のᑓ㛛⫋による」数のᑓ㛛⫋による」数のᑓ㛛⫋による
ಶ別のゼ問支援ಶ別のゼ問支援ಶ別のゼ問支援ಶ別のゼ問支援

（ཷデ່ዡやᮏ人・家族（ཷデ່ዡやᮏ人・家族（ཷデ່ዡやᮏ人・家族（ཷデ່ዡやᮏ人・家族
へのサホートへのサホートへのサホートへのサホート等等等等））））

（ಶ別のゼ問支援）

（ᑓ௵の企⏬調ᩚ担ᙜ者）

་⒪⣔⫋ဨ
（保健ᖌ等）

介護⣔⫋ဨ
（介護福祉ኈ等）

保健ᖌ・┳護ᖌ等

㐃ᦠ

24

認知症初期集中支援認知症初期集中支援認知症初期集中支援認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員についてチームと認知症地域支援推進員についてチームと認知症地域支援推進員についてチームと認知症地域支援推進員について

ᑓ㛛་
（კクྍ）

（参考）認知症初期集中支援チームについて

【【【【目的目的目的目的】】】】

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられる
ために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・
早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

【【【【認知症認知症認知症認知症初期集中支援初期集中支援初期集中支援初期集中支援チームチームチームチームととととはははは】】】】

複数の専門職が家族の訴え等により認知症 が疑
われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセ
スメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集
中的（おおむね６ヶ月）に行い、自立生活のサポー
トを行うチームをいう。

配置場所
地域包括支援センター等
診療所、病院

認知症疾患医療センター
市町村の本庁

【【【【対象者対象者対象者対象者】】】】

４０歳以上で、在宅で生活しており、かつ
認知症が疑われる人又は認知症の人で以下の
いずれかの基準に該当する人とする。

◆医療サービス、介護サービスを受けていな
い人、または中断している人で以下のいずれ
かに該当する人
（ア） 認知症疾患の臨床診断を受けていない人
（イ） 継続的な医療サービスを受けていない人
（ウ） 適切な介護保険サービスに結び付いていない人（エ

） 診断されたが介護サービスが中断している人

◆医療サービス、介護サービスを受けている
が認知症の行動・心理症状が顕著なため、対
応に苦慮している

་⒪と介護の
ᑓ㛛⫋

（保健ᖌ、┳護ᖌ、作業⒪ἲኈ、
社会福祉ኈ、介護福祉ኈ等）

ᑓ㛛་

認知症ึ期集中支援チーマのミンバー

25
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（１）予防⤥の見┤し（ゼ問介護、通所介護）

○ 要支援者に対する介護予防⤥（ゼ問介護・通所介護）については、市町村が地域の実情にᛂじ、住民主体のྲྀ組をྵめた多様な主体による
ᰂ㌾なྲྀ組により、効ᯝ的かつ効⋡的にサービスの提供をできるよう、地域支援事業の形ᘧに見┤す。市町村の事ົ負担等も㋃まえ、平成２９
年度末までにすべて事業に移⾜。ゼ問┳護等はᘬき⥆き予防⤥によるサービス提供を⥅⥆。

○ 全国一ᚊのサービスの種㢮・内ᐜ・㐠営基準・単౯等によるのではなく、市町村のุ᩿でボランティア、NPO、民間企業、社会福祉ἲ人、協ྠ
組合等の地域資源を効ᯝ的に活用できるようにしていく。

○ 移⾜後の事業も、介護保険制度内でのサービスの提供であり、㈈源ᵓ成も変わらない。

○ 地域の実情に合わ䛫て一定⛬度時間をか䛡、᪤Ꮡ介護サービス事業者の活用もྵめ多様な主体による事業のཷ䛡─の基┙ᩚ備を⾜う。

介護介護介護介護予防予防予防予防⤥⤥⤥⤥（ゼ問介護・通所介護）（ゼ問介護・通所介護）（ゼ問介護・通所介護）（ゼ問介護・通所介護）の見┤しと地域支援事業の充実等の見┤しと地域支援事業の充実等の見┤しと地域支援事業の充実等の見┤しと地域支援事業の充実等（（（（））））

（２）地域支援事業の充実
○ 地域支援事業の枠組みを活用し、以ୗの充実を⾜い、市町村が中心となって総合的に地域づくりを推進。

在宅་⒪・介護㐃ᦠ在宅་⒪・介護㐃ᦠ在宅་⒪・介護㐃ᦠ在宅་⒪・介護㐃ᦠ

認知症施⟇認知症施⟇認知症施⟇認知症施⟇

地域地域地域地域クア会議クア会議クア会議クア会議

市町村が中心となり、多⫋種参加の研修等を通
じ、་⒪介護のネットワークをᵓ⠏等

地域ໟᣓ支援センター等に「ึ期集中支援チー
マ」や「地域支援推進ဨ」を配置等

多⫋種協働のクアマネジミント支援や地域ㄢ㢟
へのྲྀ組を推進

生活支援・介護予防生活支援・介護予防生活支援・介護予防生活支援・介護予防
地域の高齢者の主体的参加をಁしつつ、生活支
援、多様な参加の場作りを充実

ྲྀྲྀྲྀྲྀ
組組組組
のののの
強強強強
化化化化

予防⤥から新しい総合事業への移⾜予防⤥から新しい総合事業への移⾜予防⤥から新しい総合事業への移⾜予防⤥から新しい総合事業への移⾜
高齢者の多様なニーズに対ᛂするため、市町村
が地域の実情にᛂじ、ྲྀ組を推進

※地域ໟᣓクアの一⩼を担うにふさわしい㉁を備えた効⋡的な事業としてᵓ⠏

新新新新しいしいしいしい介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業（（（（新新新新しいしいしいしい総合事業総合事業総合事業総合事業））））

○すべての市町村が２９年４᭶までに「総合事業」を開始すべての市町村が２９年４᭶までに「総合事業」を開始すべての市町村が２９年４᭶までに「総合事業」を開始すべての市町村が２９年４᭶までに「総合事業」を開始(総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」

からᵓ成)。→ゼ問介護、通所介護は総合事業のサービスにすべて移⾜（２９年度末）（ゼ問介護、通所介護以外のサービスは予防

⤥によるサービス利用。） ※介護予防・日常生活支援総合事業は平成24年度から開始している。

○要支援者は、クアマネジミントを⾜い、総合事業によるサービス（ゼ問ᆺ・通所ᆺサービス等）と、予防⤥によるサービスを㐺ษ

に組み合わ䛫つつ、サービス利用。

○総合事業のみ利用する場合は要支援認定は不要。基ᮏチゥックリストでุ᩿を⾜う。

ゼ問┳護、福祉用ල等
※全国一律の人員基準、運営基準
※訪問介護・通所介護は総合事業に
よるサービスへ移行

介護予防⤥介護予防⤥介護予防⤥介護予防⤥

介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

介護予防・生活支援サービス事業介護予防・生活支援サービス事業介護予防・生活支援サービス事業介護予防・生活支援サービス事業

䐟ゼ問ᆺ・通所ᆺサービス（㐠動・ཱྀ⭍・ᰤ㣴ᨵၿ事業等をྵむ）
䐠ᰤ㣴ᨵၿを┠的とした配食、定期的な安否確認・⥭ᛴ時対ᛂ 等

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準
総総総総合合合合事事事事業業業業

※チゥックリストでุ᩿

一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業（その他体᧯ᩍᐊ等。全ての高齢者が対象。） 27

一般高齢者

市町村・地域ໟᣓ支援センターがクアマネジミントを実施
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要支援者のゼ問介護、通所介護の要支援者のゼ問介護、通所介護の要支援者のゼ問介護、通所介護の要支援者のゼ問介護、通所介護の総合事業への総合事業への総合事業への総合事業への移⾜（介護予防・生活支援サービス事業）移⾜（介護予防・生活支援サービス事業）移⾜（介護予防・生活支援サービス事業）移⾜（介護予防・生活支援サービス事業）

予防⤥によるサービス

・ゼ問┳護
・ゼ問リネビリテーサュン
・通所リネビリテーサュン
・▷期入所⒪㣴介護
・居宅⒪㣴管理ᣦᑟ
・≉定施設入所者生活介護
・▷期入所者生活介護
・ゼ問入浴介護
・認知症対ᛂᆺ通所介護
・ᑠつ模多ᶵ能ᆺ居宅介護
・認知症対ᛂᆺ共ྠ生活介護
・福祉用ල㈚
・福祉用ල㈍
・住宅ᨵ修 など

新しい総合事業によるサービス
（介護予防・生活支援サービス事業）

・ゼ問ᆺサービス

・通所ᆺサービス

・生活支援サービス
（配食・見守り等）

・多様な担い手による生活支援

・ポニデアなどの通いの場
・㐠動、ᰤ㣴、ཱྀ⭍クア等のᩍᐊ

・ゼ問介護

・通所介護

従来通り
予防⤥で⾜う

ゼ問介護、通所介護
について事業へ移⾜

○ 多様な主体によるᰂ㌾なྲྀり組みにより効ᯝ的かつ効⋡的にサービスを提供できるよう、予防⤥のゼ問
介護、通所介護は、事業にすべて移⾜（平成２９年度末まで）

○その他のサービスは、予防⤥によるサービスを利用

・介護事業所によるゼ問ᆺ・通所
ᆺサービス

※多様な主体による多様なサービスの提供を推進
※総合事業のみ利用の場合は、基ᮏチゥックリストヱᙜで利用ྍ

要支援者に対するゼ問介護・通所介護の多様化要支援者に対するゼ問介護・通所介護の多様化要支援者に対するゼ問介護・通所介護の多様化要支援者に対するゼ問介護・通所介護の多様化（（（（アミージアミージアミージアミージ））））

ゼ問介護ゼ問介護ゼ問介護ゼ問介護

䛆䛆䛆䛆参⪃参⪃参⪃参⪃䛇䛇䛇䛇
᪤Ꮡのゼ問介護事業所による身体介護・生活援助のゼ問介護

ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の生活支援サービス

住民ボランティアによるゲポ出し等の生活支援サービス

通所介護通所介護通所介護通所介護

᪤Ꮡの通所介護事業所によるᶵ能カ⦎等の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるポニデアサービス

コポュニティサロン、住民主体の㐠動・交ὶの場

リネビリ、ᰤ㣴、ཱྀ⭍クア等のᑓ㛛⫋等が関するᩍᐊ

○ 全国一ᚊのサービス内ᐜであったゼ問介護や通所介護については、事業に移⾜することにより、᪤Ꮡの
介護事業所による᪤Ꮡのサービスに加えて、多様なサービスが多様な主体により提供され、利用者が多
様なサービスを㑅ᢥྍ能となる。

（ゼ問ᆺサービス）

（通所ᆺサービス）


